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税のお知らせ 税のお知らせ 

一定の金額を超える給料、報酬、料金などを支払った
方は、支払先の住所、氏名、支払金額などを記載した書
類（法定調書）を、１年間の支払分に取りまとめ、税務署
に提出していただくことになっています。 
法定調書を正しく作成し、期限に遅れないように提出

しましょう。 
なお、平成２６年１月１日以降、法定調書の種類ごとに、前々
年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が１,０００
枚以上の場合、光ディスク等またはｅ‐Ｔａｘによる提出が
義務化されています。 
問合　津島税務署　1２６‐２１６１ 
 

法定調書の提出は１月３１日 までに 

給与の支払いをする方で、給与所得から所得税を源
泉徴収する義務のある方は、給与支払報告書を提出す
ることになっています。 
給与支払報告書には、平成２８年中の給与所得の金額、
その他必要な事項を記入し、総括表を添えて、給与を受
ける方が１月１日現在に住んでいる市町村へ提出してく
ださい。年の途中に退職された方の給与支払報告書も、
提出する必要があります。 
なお、平成２６年１月１日以降、前々年に国税に提出すべ

きであった給与に係る源泉徴収票の提出枚数が１,０００
枚以上の場合、光ディスク等または地方税電子申告（ｅＬ
ＴＡＸ）による提出が義務化されています。 
問合　税務課市民税Ｇ　内線２２０３・２２０４ 
 

給与支払報告書の提出は１月３１日 までに 
 

所得税および贈与税等の確定申告 

申告と納付 
の期限 

・所得税および贈与税 
・個人事業者の消費税 

３月１５日  
３月３１日  

※納税には、便利な口座振替をご利用ください。 
 確定申告会場の開設 

津島税務署では、所得税、個人事業者の消費
税および贈与税の確定申告会場を次のとおり
開設します。 
開設日時　２月１６日 ～３月１５日  
　　　　　午前９時～午後５時 
　　　　（受付終了時間：午後４時） 

場所　津島商工会議所４階大ホール 
持ち物　関係書類および印鑑等 
その他 
・確定申告会場の開設期間中、津島税務署に
おいて申告書の提出はできますが、申告相
談や申告書作成指導は行われませんので、
ご注意ください。 
・申告書の提出の際には、マイナンバー（１２桁）
の記載および本人確認書類の提示または添
付が必要になりますのでご注意ください。 

・申告書の作成に当たり、復興特別所得税の
記入漏れにご注意ください。 

・国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用すると、簡単に申告書を作成できます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧くだ
さい。　http://www.nta.go.jp 
・住宅借入金等特別控除の申告に必要な土地や建物の登記事項証明書は、インターネットで請求できます。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせください。 

問合　確定申告について　津島税務署　1２６－２１６１ 
　　　登記事項証明書について　名古屋法務局津島支局　1２５－４５５０ 
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資産の部 
１．公共資産 
　　 有形固定資産 
　　 売却可能資産 
 
 
 
２．投資等 
　　 投資および出資金 
　　 貸付金 
　　 基金等 
 
 
３．流動資産 
　　 歳計現金 
　　 財政調整基金等 
　　 未収金 

４９,０８３ 
４９,０５２ 
３１ 
 
 
 

３,７３８ 
１,５９５ 
１,４９６ 
６４７ 
 
 

３,１７９ 
１,４６１ 
１,６４４ 
７４ 

１．固定負債 
　　 地方債 
　　 退職手当引当金 
　　 その他 
 
２．流動負債 
　　 翌年度償還予定地方債 
　　 その他 

１８,５２６ 
１５,０００ 
２,５７４ 
９５２ 
 

２,７６７ 
１,５９１ 
１,１７６ 

１．公共資産等整備 
　  国県補助金等 
２．公共資産等整備 
　  一般財源等 
３．その他一般財源等 
４．資産評価差額 

２０,８７７ 
 

３４,３０４ 
 △１９,０４７ 

△１,４２７ 

金額 

１．経常的収支 
　　支出 
　　収入 
２．公共資産整備収支 
　　支出 
　　収入 
３．投資・財務的収支 
　　支出 
　　収入 
当期収支 
期首歳計現金残高 
期末歳計現金残高 

３,０８２ 
１５,８１３ 
１８,８９５ 
△５４６ 
１,３２８ 
７８２ 

△１,８８４ 
２，３３３ 
４４９ 
６５２ 
８０９ 
１,４６１ 

金額 

負債の部 金額 

純資産の部 金額 

資産合計 ５６,０００ 負債および純資産合計 ５６,０００ 

負債合計 ２１,２９３ 

純資産合計 ３４,７０７ 

表１ 貸借対照表 （単位：百万円） 

表４ 資金収支計算書 
（単位：百万円） 

期首純資産残高 
純経常行政コスト 
財源調達 
　地方税 
　地方交付税 
　経常補助金 
　建設補助金 
　その他 
資産評価替・無償受入 
その他 
 
期末純資産残高 

３６,８０３ 
△１８,３３９ 
１７,６７０ 
８,４５８ 
２,９１４ 
３,７７９ 
２２３ 
２,２９６ 
△１,４２７ 

０ 
 

３４,７０７ 

資産額 
負債額 
純経常行政コスト 
※平成２８年３月３１日現在の住民基本台帳人口 
　（６３,９０１人）を基に算出。 

８７６ 
３３３ 
２８７ 

使用料・手数料等 ４８４ 金額 

１．人にかかるコスト 
　　 人件費 
　　 退職手当引当金繰入等 
　　 その他 
 
 
２．物にかかるコスト 
　　 物件費 
　　 減価償却費 
　　 維持補修費 
 
 
３．移転支出的なコスト 
　　 他会計への支出 
　　 社会保障給付 
　　 補助金等 
　　 その他 
 
 
４．その他のコスト 
　　 支払利息 
　　 その他 

１８,８２３ 
３,４７２ 
３,０８４ 
１９５ 
１９３ 
 
 

４,６４０ 
２,９６７ 
１,４８３ 
１９０ 
 
 

９,９３１ 
３,９１９ 
４,５７１ 
１,３１９ 
１２２ 
 
 

７８０ 
１０７ 
６７３ 

金額 
経常費用 

４８４ 経常収益 

表３ 純資産変動計算書 
（単位：百万円） 

市民１人当たり 
（単位：千円） 

表２ 行政コスト計算書 
（単位：百万円） 

１８,３３９ 純経常行政コスト 
（経常費用－経常収益） 

貸借対照表は、年度末における市の財産や負債などの状態を表しています。 
行政コスト計算書は、１年間の行政サービス（資産形成を除く）を提供するために要した費用と、それに対する
受益者負担を表しています。 
純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている数値が１年間でどのように変化したかを表
しています。 
資金収支計算書は、市がどのような活動に資金を必要とし、それをどのように賄ったのかを表しています。 
なお、市民１人当たりの資産額は約８７万６千円、負債額は約３３万３千円、純経常行政コストは約２８万７千円とな
っています。 

表１ 
表２ 
 
表３ 
 
表４ 
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